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「資本性借入金」の積極的活用方針を受けた 

中小企業再生支援協議会版「資本的借入金」の見直しについて 

 

１．目的 

金融庁より公表された「資本性借入金」の積極的活用方針を受け、中小企業再生支援協議会

事業における既存の中小企業再生支援協議会版「資本的借入金」（以下、協議会版「資本的借

入金」）の条件等を見直すことにより、中小企業再生支援協議会が策定支援する再生計画にお

ける協議会版「資本的借入金」の活用環境を整え、中小企業の再生支援の裾野を広げることを

目的とする。 

 

２．活用方法 

中小企業再生支援協議会事業実施基本要領（以下、基本要領）に則り、必要に応じて再生計

画案に盛り込むことで、金融機関等の債権者に対する支援要請のひとつの手法として活用す

る。 

既存の協議会版「資本的借入金」の条件等を見直し、次の３．の通り協議会版「資本的借入

金」を設けその条件を明確化することにより、協議会版「資本的借入金」の活用にともなう資本性

認定に関する予測可能性が高まり、柔軟かつ効果的な金融支援の手段として積極的な活用が

期待される。 

なお、協議会版「資本的借入金」については、金融検査上、資本と看做すことができる。 

  

３．新たな協議会版「資本的借入金」の条件等 

別紙「中小企業再生支援協議会版「資本的借入金」商品一覧」のとおり 

 

４．その他 

中小企業再生支援協議会としては、債務超過解消の年限や債務の償還期間が長期に亘るこ

となどから、基本要領における再生計画策定支援対象企業には該当しないものの、企業と金融

機関との間で、今般公表した協議会版「資本的借入金」を参考とした「資本性借入金」を活用す

るなどして再生計画を策定する場合にも、助言等幅広く支援していく予定である。 

 
以 上  

 
 
 



中小企業再生支援協議会版「資本的借入金」商品一覧 

    

  （15 年・無担保型） （５年超・無担保型） （５年超・有担保型） 

対象先 

基本要領における、再生

計画策定支援対象企業

（各地の中小企業再生支

援協議会が第二次対応と

して認めた案件）とする。 

同左 同左 

貸出期間 15 年期限一括返済 
５年超に設定した 

期限に一括返済 
同左 

適用金利 

事務コスト相当の金利設

定可能 

当初５年間は固定金利と

する（※1）。 

同左 同左 

（法的破綻時の）

劣後性 
あり 同左 

      なし 

  但し、法的破綻に至 

るまでの間、他の債権 

に先んじて回収しない 

仕組みあり 

期限前返済の 

可否 

原則として 10 年間 

期限前返済を禁止 

期限前返済の 

禁止規定なし 
同左 

担保の取扱い 無担保 同左 有担保（※2） 

保証の取扱い 無保証 
無保証 

（但し例外あり※2） 
同左 

みなし資本の逓

減方法 

残存期間が５年未満の場

合、１年毎に債権額の 20%

ずつ資本とみなす部分を

逓減させる。 

同左 同左 

    

 ※1 従前の協議会版資本的借入金（年 0.4％程度）との変更点 

 ※2 「金融検査マニュアルに関するよくあるご質問（FAQ）」参照 

 


